
公 示 書

　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項の規定

による申請のあった次の遊技機については、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60

年国家公安委員会規則第４号）第６条に規定する遊技機の型式に関する技術上の規格に適合してい

ると認められたことから、同規則第９条第１項の規定により公示する。

愛 知 県 公 安 委 員 会

番号

申請者、製造業者の氏名又は名称 代表者の氏名

申請者、製造業者の住所

遊技機の種類

型式名 検定番号

有効期間

令 和 8 年 4 月 1 日

50

株式会社　ジェイビー 毒島　壮

東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号

ぱ ち ん こ 遊 技 機

ｅフィーバーデッドマウント・デスプレイＴ ５Ｐ１７２３

令 和 8 年 4 月 1 日 から３年間

51

株式会社　ジェイビー 毒島　壮

東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号

ぱ ち ん こ 遊 技 機

ｅフィーバーブルーロックＹ ６Ｐ００４４

令 和 8 年 4 月 1 日 から３年間

52

株式会社　三共 小倉　敏男

東京都渋谷区渋谷三丁目２９番１４号

ぱ ち ん こ 遊 技 機

ＰフィーバーブルーロックＹ ５Ｐ１４６８

令 和 8 年 4 月 1 日 から３年間

53

株式会社　大都技研 木原  海俊

東京都台東区東上野一丁目１番１４号

ぱ ち ん こ 遊 技 機

ｅ／ガンゲイル・オンライン／Ｍ０８ ５Ｐ１７９３

令 和 8 年 4 月 1 日 から３年間

54

株式会社　パオン・ディーピー 山本　健

東京都北区田端一丁目２１番８号　ＮＳＫビル

回 胴 式 遊 技 機

Ｌ／ソードアート・オンラインⅡ／ＰＡ１ ５３１０８８

令 和 8 年 4 月 1 日 から３年間
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による申請のあった次の遊技機については、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60

年国家公安委員会規則第４号）第６条に規定する遊技機の型式に関する技術上の規格に適合してい

ると認められたことから、同規則第９条第１項の規定により公示する。

愛 知 県 公 安 委 員 会

番号

申請者、製造業者の氏名又は名称 代表者の氏名

申請者、製造業者の住所

遊技機の種類

型式名 検定番号

有効期間

令 和 8 年 4 月 1 日

55

株式会社　オーイズミラボ 濱里　亮治

神奈川県厚木市中町二丁目７番１０号

回 胴 式 遊 技 機

Ｌパチスロ喰霊零Ｒｅ／Ｌ３ ５３０５６０

令 和 8 年 4 月 1 日 から３年間

56

株式会社　高尾 内ヶ島  吉則

名古屋市中川区中京南通三丁目２２番地

ぱ ち ん こ 遊 技 機

Ｐ織田信奈の野望全国版Ｖ４Ａ ５Ｐ１０１５

令 和 8 年 4 月 1 日 から３年間


